
平方スポーツ広場及び平方野球場

使用料が変更されます！ 
各種証明書の交付や施設の利用など特定の市民が受けるサービスに、利用し

ない市民との公平性を考慮する必要があるため、各種手数料及び施設使用料の

見直しを行い、平方野球場及び平方スポーツ広場を含む一部を改定することに

なりました。 

 詳細につきましては、上尾市ホームページをご覧ください。 

 

【平方スポーツ広場】 

利用区分 利用単

位 

現行額 改定額 差額 

野球場・多目的広場（一般・学生） 午前１ 1,000円 1,500円 500円 

午前２ 1,000円 1,500円 500円 

午後 1,000円 1,500円 500円 

野球場・多目的広場（児童・生徒） 午前１ 500円 750円 250円 

午前２ 500円 750円 250円 

午後 500円 750円 250円 

ソフトボール場Ａ・Ｂ（一般・学生） 午前１ 600円 900円 300円 

午前２ 600円 900円 300円 

午後 600円 900円 300円 

ソフトボール場Ａ・Ｂ（児童・生徒） 午前１ 300円 450円 150円 

午前２ 300円 450円 150円 

午後 300円 450円 150円 

グラウンドゴルフ場・ゲートボール場 

（一般・学生） 

午前１ 400円 600円 200円 

午前２ 400円 600円 200円 

午後 400円 600円 200円 

グラウンドゴルフ場・ゲートボール場 

（児童・生徒） 

午前１ 200円 300円 100円 

午前２ 200円 300円 100円 

午後 200円 300円 100円 

 

 



 

【平方野球場】 

区分 単位 現行額 改定額 差額 

野球場（一般・学生） 午前１ 1,000円 1,500円 500円 

午前２ 1,000円 1,500円 500円 

午後 1,000円 1,500円 500円 

野球場（児童・生徒） 午前１ 500円 750円 250円 

午前２ 500円 750円 250円 

午後 500円 750円 250円 

 

※スポーツ施設使用料の改定に関するお問い合わせは、 

上尾市教育委員会スポーツ振興課（電話：０４８－７８１－８１１２）へ 

お願いいたします。 


